
日本貨物鉄道産業労働組合 

2025.2.13 

２０２５春闘要求書提出 
本部は２月１３日、提出しました。 以下、報告します。 

 

 

 

 

「組合」 

2024 問題の追い風も受け、ＪＲ貨物グループ全体の営業収入は増えていますが、それと比例して

営業費用も増えており、依然として厳しい舵取りを余儀なくされています。 

このような状況下においても、国の指定公共機関の責務として、組合員は日々、安全安定輸送に

努めており、如何に無駄な経費を削減し利益確保をするか労使が一体となって考えていかなければ

なりません。 

2025 年３月期業績見通しにおいても、非常に厳しい結果になることが想定されますが、我が組

織は会社の経営を常に考え、ＪＲ貨物における政策課題解決に向けＪＲ連合と共に取り組んでお

り、これまでの経過を踏まえれば、私達の要求に応えられる体力は十分にあると認識します。 

現在、輪軸組立不正問題や貨物列車脱線により、失った信頼信用を取り戻すべく、安全に対する

取り組みを強化していますが、お客様が望む良い商品を継続的に提供し、魅力ある会社を構築して

いくためにも、労働条件を大幅に改善し会社全体の士気を上げなければなりません。 

 

以上を踏まえ、会社の状況が大変厳しいことは理解しますが、私達の生活も困窮していることを

強く認識して頂き、この難局を労使一体となり乗り越えていくためにも満額回答を強く求めます。 

 

（賃金引上げ要求） 

 

１．評価制度に基づいた昇給を必ず実施し、昇給及び諸手当の改善等で合わせて 18,000 円以上引

き上げること。 

２．昇給額表１,２の金額に 15,000 円の賃金改善（ベースアップ）を図り、基本給表の金額におい

ても賃金改善分を上乗せすること。 

３．期末手当年間４,８ヶ月以上（夏季２,３ヶ月以上・年末２,５ヶ月以上）支給すること。 

４．前賃金制度で基本給がダウンした者には、5,000 円以上の賃金改善を図ること。 

５．契約社員、臨時社員の賃金についても、社員に準じて引き上げること。 

６．シニア社員については、基本給を一律１万円上積みすること。 

７．パート社員については、時間給額 1,250 円に達していない場合は賃金改善を図ること。 

・評価制度に基づいた昇給実施。諸手当等を含めた賃金改善 18,000 円以上 

・ベア 15,000 円以上 

・期末手当 4.8 ヶ月以上（夏季 2.3 ヶ月以上・年末 2.5 ヶ月以上） 



（諸要求について） 

 

１．Ｂ単価～Ｇ単価を、それぞれ引き上げられたい。  

２．都市手当の見直しを図られたい。  

３．家族手当、配偶者の支給金額を 10,000 円とし、家族手当を基準内賃金に盛り込まれたい。  

４．入社３５年時の慰労金及び休暇を支給されたい  

５．女性社員の職場環境整備を早期に図られたい。  

６．当務駅長手当を新設されたい。  

７．交代制勤務等手当の賃金改善を図られたい。  

８．プロフェッショナル群の基本給表の基準額・最低額を引き上げられたい。  

９．基本給表の基準額を廃止し、昇給額は昇給額表１の１本化とされたい。  

１０．エキスパート職群・プランナー職群との賃金格差が大きいため、プロフェッショナル職群に

支給される職務手当の賃金改善を図られたい。  

１１．職種手当支給額を増額されたい。  

１２．職務手当、番号３（２）・７・８（２）・１２・１３ 乗務教育指導や操車教育指導等、新人

等を教育した場合は、その者に対して手当（日割り）を支給されたい 

１３．技能手当で国家試験を有する者は、支給額を増額されたい。 

１４．多くの車種を乗務する者への、車種手当を新設されたい。 

１５．退職手当制度のポイント単価を１１０００/ポイントとされたい。  

１６．職群転換における年齢制限を撤廃されたい。  

１７．若手社員の向上意識を上げるため、昇級・昇格要件にある評価累積ポイント制度を廃止され

たい。 

１８．採用時（４月～６月）年休付与日数を１５日以上とし、他月の採用時付与数も見直されたい 

１９．賃貸住宅補助の級地区分を見直し、最低限度額を 35,000 円とされたい。 

２０．評価制度の対象となる通信教育を受講する際は、補助金を支給されたい。  

２１．在宅勤務の時間単位年休制度の導入をされたい。  

２２．勤務時間インターバル制度の導入をされたい。  

２３．年間休日の増を図られたい。  

２４．祝日手当支給日のさらなる拡大をされたい。 

２５．半休制度の使用事由を撤廃されたい。  

２６．保存休暇の使用事由を拡充されたい。 

２７．日当支給について、行程及び時間に関係なく１日分の計算とされたい。  

２８．燃料費高騰により寒冷地手当を増額されたい。 

２９．燃料費高騰により通勤手当を増額されたい。 

３０．地球温暖化に伴い、酷暑下で長時間労働する者に酷暑手当を新設されたい。 

３１．通勤手当については、自己負担が生じないよう全額支給とされたい。 

３２．急きょ勤務変更が生じた事例が多くあったことを受け、緊急勤務変更手当（仮称）を新設さ

れたい。  

３３．道路冠水等で車通勤が困難な場合は、「障害」とされたい。 

３４．公共機関等が使えず、会社の指示により車で出勤する場合は、ガソリン代・高速代金等、全

額会社負担とされたい。 

３５．新幹線・特急列車通勤の使用ルールを再検討し、改善を図られたい。 

３６．住宅補助制度をシニア社員も対象とされたい。 

３７．規制旅費支給回数を年間４回から８回にし、対象年齢を４０歳に引き上げられたい。 

３８．ホテル代金高騰により、宿泊費 9,000 円を増額されたい。 

３９．旅費については、指定席料金も支給されたい。 

４０．シニア社員、A・Bコースよりも勤務時間・働き方等を考慮した（C コース）を新設されたい。 

４１．６５歳以上でも、本人が希望すれば会社判断なく働ける制度を整備されたい。 

４２．６５歳以上でも、A・B両コースを選択出来るようにされたい。 



 

４３．シニア社員、各年毎で A・B両コース選択出来るようし、退職慰労金は「A コース１０万」「B

コース５万」と、各年毎計算とされたい。 

４４．退職年齢引き上げについて具体的な道筋を明らかにされたい。 

４５．グループ会社の賃金改善を図るため、業務委託料等の増額を図られたい。  

４６．グループ会社の本体正社員化の道筋を整備されたい。  

４７．コロナワクチン接種費用については会社が全額負担とし、本人・同居する家族全員を対象と

されたい。  

４８．人間ドックの受診範囲を拡充しオプション費用も補助されたい。  

４９．健康診断での血液検査は全社員対象とされたい。 

５０．コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症により出勤停止を命じられた場合は、「障害」 扱

いとすることを制度化されたい。  

５１．社宅（寮代用含）に空きがあれば、シニア社員・契約社員・グループ会社社員が入居できる

ようにされたい。また、家賃も本体と同額とされたい。  

５２．出向社員の労働条件改善を図られたい（特休の増等）。  

５３．業務中、眼鏡等の私物が破損した措置として、私有物損舞金制度を新設されたい。  

５４．「くるみん」・「えるぼし」認定の取得を求めます。  

５５．互助会から支給される祝い金等を増額されたい。  

５６．無事故報奨金は全社員対象とされたい。  

５７．風水震火災等の不可抗力の災害により家屋に損壊を受け会社を休む場合は、５日以内の有給

休暇を取得できるが、これを最低７日間休めるようにされたい。  

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

次回交渉 趣旨説明 

 

２月２１日（金）予定 

 


